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第１節 計画策定の背景等 

 

第１節 計画策定の背景等 
 

１ 県立病院改革の経緯 

本県の県立病院は、平成 11 年度から地方公営企業法全部適用による枠組みのもとで４

病院（総合医療センター、こころの医療センター、一志病院、志摩病院）を運営してきま

したが、医師・看護師不足など医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、果たすべき役

割・機能を十分に発揮できなくなり、収支面においても非常に厳しい状況が続いてきま

した。このため、病院の運営体制を再構築して経営を継続させることを前提に、県立病院

改革の検討を進め、平成 22 年３月に、４病院一括の枠組みを外して病院ごとに改革を進

める「県立病院改革に関する基本方針」を策定し、平成 24 年４月に、総合医療センター

については地方独立行政法人へ移行、志摩病院については指定管理者制度を導入しまし

た。こころの医療センターについては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で県に

設置が義務付けられている精神病院として、一志病院についてはニーズに応えられる事

業者へ移譲することが示されましたが、その後「三重県立一志病院のあり方に関する検

討会」の議論等を経て、不採算地区に立地し公的な関与が必要な病院として、それぞれ

「地方公営企業法の全部適用」を継続しています。 

なお、国においては、平成 19 年に公立病院改革ガイドライン、平成 27 年に新公立病

院改革ガイドラインを策定し、病院事業を設置する地方公共団体に対し、公立病院改革

プランおよび新公立病院改革プランの策定とともに経営効率化、再編・ネットワーク化、

経営形態の見直しなど病院事業の経営改革の取組を求めてきたところです。 

 

２ 医療政策の動向と公立病院の課題 

国においては、今後も人口減少や少子高齢化が進む中、各地域において将来の医療需

要を見据えつつ、新興感染症や大規模災害等の緊急事態が発生した際にも機動的・弾力

的に対応できるよう、効率的で持続可能な医療提供体制を整備するため、地域医療構想

や地域包括ケアシステム、医師の働き方改革・偏在対策といった各種施策を一体的に推

進しており、都道府県や各公立病院に対しては、以下のことが求められています。 

・地域医療構想について、令和７年の医療需要と病床の必要量を推計しその実現に向け

て取り組みを進めるとともに、地域の実情を踏まえ第８次医療計画の策定と併せて、

地域医療構想に係る各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行うこと 

・医師の働き方改革について、医師の時間外労働規制が令和６年度から適用されることか

ら、現在でも医師不足に直面している公立病院において喫緊の課題として取り組むこと 

第１章 総論 



 

- 2 - 
 

・医師偏在対策について、医師確保計画に基づき医学部における地域枠等の設定・拡充

を行うなど、偏在解消に向けて取り組むこと 

・新興感染症等への対応について、第８次医療計画から「新興感染症等の発生・まん延

時における医療対策」が記載事項に追加されることを踏まえ、公立病院においても発

生・まん延時に備えた平時からの取り組みを進めること 

 

３ 県立病院の役割・機能 

  県立３病院（地方独立行政法人に移行した総合医療センターを除く。）においては、国・

県の医療政策の動向や県立病院を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、次のよう

な役割・機能を果たす必要があります。 
 

・こころの医療センターでは、本県における精神科医療の中核病院として、精神科救急・

急性期医療等の政策的医療のほか、認知症治療や依存症治療等の専門的医療の提供、

訪問看護やデイケア等の地域生活支援、精神分野における災害医療に取り組む 

・一志病院では、総合診療医を中心としたプライマリ・ケア(※)の実践やプライマリ・ケ

ア人材の育成のほか、予防医療の提供や津市白山・美杉地域における地域包括ケアシ

ステムの構築に向けた多職種連携に取り組む 

※プライマリ・ケア：患者の身近なところであらゆる健康上の問題や疾病に対し、総合的・継続的、

全人的に対応する医療 

・志摩病院では、志摩地域の中核病院として、地域医療支援病院、災害拠点病院、へき

地医療拠点病院など、求められる役割・機能を発揮し、救急医療の提供のほか、地域

の医療機関との連携強化・機能分化を図りながら入院・外来診療を行うなど、指定管

理者と連携しながら診療機能の維持および充実に取り組む 

 

第２節 計画の基本的事項 
 

１ 計画の策定趣旨・位置づけおよび計画期間 

本計画は、それぞれの県立病院が県民の皆さんの求める医療を着実に推進するととも

に、地域医療構想をふまえ、地域に必要な医療提供体制の確保を図り、へき地医療・不

採算医療等の政策的医療を継続的・安定的に担えるよう、中期的な視点に立って策定す

るものです。 

 また、持続可能な地域医療提供体制を確保するために公立病院の経営を強化する必要

があることから、令和４年３月に総務省から「公立病院経営強化ガイドライン」が示さ

れました。本計画は同ガイドラインに基づき策定が要請された「公立病院経営強化プラ

ン」としても位置づけ、地域医療構想や第８次医療計画との整合を図りつつ策定します。 

 これらのことから、本計画は、令和６年度から令和９年度までの４年間を計画期間と
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して推進します。 

 

２ 計画の進行管理 

 本計画の着実な推進を図るため、計画期間中の各年度の数値目標値を設定し、その進

行管理については、病院事業庁が導入している業務マネジメントツールである「バラン

ス・スコアカード（ＢＳＣ）」により行います。 

 なお、本計画は、地域医療構想の状況や新興感染症への対応等、県立病院を取り巻く

今後の環境変化等をふまえ、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

第３節 病院事業のミッションおよび県立病院の基本理念 
 

病院事業庁においては、次の「病院事業のミッション」と「県立病院の基本理念」を

掲げ、病院運営を行っていきます。 
 

 病院事業のミッション  
 

県民の皆さんや地域に信頼され、かつ医療従事者にとって働きやすく魅力のある病

院づくりを進めながら、安定した経営の下で良質で満足度の高い医療サービスを実践

し、県民の皆さんが健康な暮らしを続けられる、持続可能な地域医療提供体制の確保に

貢献します。 
 

 県立病院の基本理念  
 

１ 県民の皆さんと地域の信頼を得る医療を追求します 
 

県民の皆さんが地域で安心して暮らせるよう、病院や診療所のほか、保健・福祉

等さまざまな関係機関との機能分化・連携強化を通じて、県立病院の役割を果たし

ながら、良質で満足度の高い医療サービスを提供し、県民の皆さんと地域の信頼を

得る医療を追求します。 
 

２ 患者の皆さんの人権を尊重する医療を追求します 
 

個人情報等プライバシーの保護の徹底や多様性の尊重など、患者の皆さんの視点

に立った人権を尊重する医療を追求します。 
 

３ 常に時代や環境を先取りし必要となるサービスを提供します 
 

職員一人ひとりが資質の向上を図り、県民の皆さんや地域の医療ニーズを的確に 

把握するとともに、新興感染症対策や新たなサービスの創造など、常に時代や環境 

の変化を先取りし、必要となるサービスを提供します。 
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第１節 こころの医療センター 
 

１ 前中期経営計画期間（H29～R5年度）における成果と残された課題 

（１）成果 

・こころの医療センターは、県内の精神科医療における中核病院として、精神科救急の

支援病院や認知症疾患医療センター、三重県アルコール依存症治療拠点機関、ギャン

ブル等依存症治療拠点機関などの役割を担う中で、政策的医療や専門的医療の提供を

行いました。また、研修医や実習生の積極的な受入れによる県内の精神科医療人材の

育成などにも取り組みました。 

・院内に設置したユース・メンタルサポートセンターＭＩＥ（ＹＭＳＣ－ＭＩＥ）では、

若年層への早期介入・早期予防に取り組むとともに、三重県ひきこもり地域支援セン

ターにおける多職種連携チームへ職員を派遣する等、関係機関との連携を進めました。 

・「入院医療中心から地域生活中心へ」という国の精神科医療における方向性の中で、病

状に応じた治療を行うため、病床機能再編などを進め、入院患者の早期退院の促進を

図りました。また、外来においては多様で効果的なプログラムを用いたデイケアサー

ビスによる利用者の日常生活や就労面の支援を行いました。そのほか、訪問看護サー

ビスの提供や精神疾患等に対する普及啓発に取り組みました。 

・新型コロナウイルス感染症への対応については、精神疾患を有する感染患者の受入れ

や宿泊療養施設等への医療人材の派遣など、公立病院としての役割を果たすとともに、

宿泊療養施設へＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）を派遣しました。 

・経営面においては、平成 29 年度の決算において、長期入院患者の退院促進や常勤医師

の減少等により赤字となったことから、院内の多職種の職員で構成する「経営改善プ

ロジェクト」を設置し、病床管理適正化（患者の症状に合わせた適切な病床の活用等）

の推進や病病連携・病診連携の一層強化等による収益確保のほか、経費削減の取組を

行いました。令和元年度まで赤字が継続したほか、新型コロナウイルス感染症の影響

により、入院・外来患者数が減少しましたが、令和２年度から令和４年度までは、同感

染症に係る国からの交付金を受けたことなどから黒字となりました。 

 

（２）課題 

・精神科医療の中核病院として、引き続き、精神科救急・急性期医療等の政策的医療や依

存症等の専門的医療を提供するとともに、地域生活支援等の役割を担い、地域の医療

機関と連携した取組を進めることが必要です。 

 

第２章 各病院等の計画 
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・患者数の減少傾向が続いていることから、若年層の医療ニーズへの対応として、療養

環境改善等の病棟機能の再編などにより、患者数を確保することが必要です。 

・多様な医療ニーズに応じた安定的なサービスの提供や持続的な病院運営を行うために

は、医師や看護師等の医療従事者の確保と育成が必要です。 

・今後、新興感染症の発生・まん延時にも対応できるよう、平時から備えることが必要で

す。 

・働き方改革に伴い、医師をはじめとした医療従事者の負担軽減に取り組むことが必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：主要な指標からみたこれまでの成果 
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２ ビジョンおよび経営方針 

こころの医療センターにおいては、次の「ビジョン」と「経営方針」に基づき、同 

院に求められる役割・機能に応じた取組を実施します。 
 

 ビジョン  

県民の皆さんのより良いこころの健康をめざし、精神科疾患があっても地域で安心し

て暮らせるよう、医療サービスを提供します。 

 経営方針  

・精神科の医療倫理を遵守し、患者や家族の皆さんの視点に立った良質で満足度の高い

医療サービスを提供しながら、健全な病院運営を進めます。 

・政策的医療や専門的医療、災害医療の取組において、県内の精神科医療における中核

病院としての役割を担い、県の精神科医療をリードします。 

 

３ 地域医療構想等をふまえた役割・機能 

地域医療構想の対象外とされている精神科医療においても、精神障がい者の地域移行

が求められていること、うつ病、認知症、発達障害、依存症等の患者や高齢化に伴う身体

合併症を有する精神障がい者の増加等により、精神医療のニーズが高まっていることな

どを踏まえ、総合的に必要な医療を受けられる体制を構築するため、多様な精神疾患の

状態および特性に応じた精神病床の機能分化、各種保健医療機関や福祉施設等との連携

強化、長期入院患者の退院支援等を進めることが必要です。 

このため、病状に応じた治療を行うための病床機能再編等を進めるとともに、他の医

療機関や福祉施設等との一層の連携強化、多職種連携による適切な医療の提供と退院支
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援等による長期入院患者の退院促進に取り組みます。 

 

（医療機能ごとの病床数） 

・令和６年度の病床数 精神：318 床 

・令和７年度の病床数 精神：318 床 

・令和９年度の病床数 精神：318 床 

 

４ 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割・機能 

精神疾患を有する方が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、在宅におけ

る医療サービスを確保することや、医療・介護・予防等にかかる地域の関係機関の多職

種が連携し対応すること、疾患等に関する普及啓発を推進することが必要です。 

このため、休日・夜間等における救急患者や病病・病診連携による紹介患者を積極的

に受け入れるとともに、入院患者の地域移行や地域定着を進めるための地域生活支援と

して、訪問看護サービスや多様で効果的なプログラムを用いたデイケアサービスの提供、

保健所・市町・障害福祉サービス事業所等の関係機関との多職種連携、精神疾患等に対

する正しい理解を得るための普及啓発に取り組み、地域包括ケアシステムの構築に寄与

します。 

また、地域型認知症疾患医療センターとして、認知症の専門医療の提供や相談等を行

うとともに、地域の医療・介護関係者への研修等を行うことにより、地域における医療

と介護の連携の中核的な役割を果たします。 

 

５ 機能分化・連携強化 

休日・夜間等における精神科疾患患者の診察や入院および緊急的な精神医療相談等に

対応する精神科救急医療システムの体制を維持するためには、各精神科医療機関の連携

強化が必要です。 

このため、三重県精神科救急医療システムの支援病院として、当番病院が対応できな

い場合等に、精神科救急患者や措置患者を積極的に受け入れます。また、地域の診療所、

福祉施設、精神入所施設等からの相談や入院加療が必要な患者を受け入れます。 

特に、三重中央医療センターや伊勢赤十字病院とは、紹介患者の受入れや身体合併症

患者等の逆紹介を行い、子ども心身発達医療センターからは、思春期以降の患者の紹介

を受け入れるなど、連携の強化を図ります。 

 

６ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る主要な取組および数値目標 

（１）精神科救急・急性期医療の提供 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを構築していくためには、休日・
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夜間等における精神疾患の急性発症、急性増悪に対応できる 24 時間 365 日の精神科

救急医療の提供や相談体制を維持することが必要です。 

このため、三重県精神科救急医療システムの支援病院として、当番病院が救急患

者を受け入れられない場合に積極的に対応するとともに、自傷・他害のおそれがあ

る場合に保健所等からの要請に基づき、措置診察・措置入院等に対応します。また、

病病連携、病診連携による緊急的な紹介患者に対しても速やかに受入れを行います。 

急性期の入院患者については、入院時から退院を視野に入れた多職種による支援

を行いながら適切な治療を進め、早期の退院促進を図ります。 

また、高齢化の進展に伴い身体合併症患者の増加が想定されるため、三重中央医

療センターや伊勢赤十字病院との病病連携を強化します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

精神科救急患者・緊急対応患者受入件数（件）    

 

（２）専門的医療の提供 

①認知症治療 

高齢化の進展に伴い、今後、さらに増加が見込まれる認知症患者とその家族が住

み慣れた地域で暮らし続けるためには、早期発見や早期診断、症状に応じた適時・

適切な医療提供、家族への相談支援とともに、医療や介護の関係機関が連携した認

知症ケアが必要です。 

このため、認知症疾患医療センターとして、脳神経内科医と精神科医の協働のも

と多職種が連携し、専門外来（もの忘れ外来）における初期診断・鑑別診断、治療

を行うとともに、専門病棟において、さまざまな治療法の組み合わせによる最適で

切れ目のない効果的な治療を行います。 

また、家族からの相談にきめ細やかに対応するとともに、地域における医療と介

護の関係機関との連携強化や普及・啓発に取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

認知症入院患者数（人／日）    

 

②依存症治療 

アルコール依存症やギャンブル等依存症の治療拠点機関として、今後も安定的に 

依存症に係る専門医療を提供するため、専門性を有した職員の育成を図るとともに、

専門プログラムによる医療の提供、さらには普及啓発などに取り組むことが必要です。 
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このため、医師、看護師等を継続的に依存症専門研修に派遣し、人材育成を図る

とともに、専門性の高いプログラムを用いた医療の提供、医療機関等を対象とした

研修会の開催、患者家族や関係者を対象とした普及啓発に取り組みます。 

特に、アルコール依存症治療については、専門病棟を有する県内唯一の医療機関

として、効果的な入院治療やデイケアサービスを提供します。 

また、依存症等に悩む患者と家族のためのプログラムであるＣＲＡＦＴ(※)や患

者本人の治療に対する意思を支援するための動機付け面接に取り組むとともに、自

助グループとの連携により、患者本人の回復や家族への支援を行います。 

※ＣＲＡＦＴ：Community Reinforcement And Family Training の略。患者を取り巻くコミュニ

ティ（環境）の強化や家族のコミュニケーションスキルを向上させるトレーニング

等を通じて、患者が自ら治療を受け入れやすくなるような環境づくりを支援する

プログラム 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

アルコール依存症入院患者数（人／日）    

 

③若年層への支援と早期介入・早期予防 

精神疾患を有する若年層は、専門の医療機関への受診につながりにくい傾向にあ

ること、また、精神疾患になってから早期に適切なサポートを受ければ、症状の重

症化を避けることが期待できることから、早期介入・早期予防の取組が重要です。 

このため、院内に設置した「ユース・メンタルサポートセンターＭＩＥ（ＹＭＳ

Ｃ－ＭＩＥ）」において、若年層やその家族等からの精神病様症状や不登校・登校し

ぶり、ひきこもりなどの相談に対応し、必要に応じて外来診療につなげます。支援

にあたっては、相談者の意向をふまえるとともに、保健所、学校、県・市町の教育

委員会等の関係機関と連携しながら取り組みます。 

また、令和３年度に三重県ひきこもり支援推進計画が策定されたことを受け、三

重県ひきこもり地域支援センターにおける多職種連携チームへ職員を派遣するなど、

関係機関との連携を進めています。 

さらに、若年層のニーズに対応するため、若年層が利用しやすい療養環境の整備

に努めるなど、精神疾患の早期発見・治療の取組を強化します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

ＹＭＳＣ新規相談件数（件）    
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④災害医療の取組 

大規模な火災、地震、風水害等による災害が発生した場合においても、診療機能

を維持し、精神疾患患者の受入れを行うことが必要です。 

このため、令和５年度に災害拠点精神科病院の指定を受け（予定）、平時は、ＢＣ

Ｐ（事業継続計画）に基づく訓練の実施や継続的な見直しを行うなど災害への備え

を進めます。発災時には、措置入院などの必要な診療機能を維持し、被災地の精神

疾患患者の受入れを行うなど、災害時における中心的な役割を担います。 

また、災害時の精神科医療や精神保健活動の支援を行う三重ＤＰＡＴ（災害派遣

精神医療チーム）に登録し、平時は国や県が行う研修や訓練に参加するとともに、

発災時には職員を派遣し、被災地における積極的な支援を行います。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

災害訓練実施回数（回）    

 

（３）地域生活を支えるための支援 

①デイケアサービス 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを構築していくためには、精神疾

患を有する患者が地域で安心して暮らすことができるよう、日常生活の自立や社会

参加等に向けた支援が必要です。 

このため、多様で効果的なプログラムを用いたデイケアサービスを提供し、利用

者の日常生活や就労面の支援を行うとともに、若者のニーズに対応したプログラム

の充実に取り組みます。 

また、デイケアサービスをより多くの方に活用いただけるよう、地域の診療所等

を通じて積極的に周知活動を行います。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

デイケア・ショートケア延べ患者数（人）    

 

②訪問看護サービス 

入院医療中心から地域生活中心へという国の精神科医療における方向性の中で、

全国の精神病院の入院患者数は減少傾向となっていますが、精神疾患を有する患者

が地域で安心して暮らすためには、訪問看護サービスが必要です。 
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このため、積極的に訪問看護サービスを提供するとともに、多様な医療ニーズに

対応するため、看護師に加え、必要に応じて精神保健福祉士や作業療法士が同行す

る訪問看護を実施します。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大時には電話による訪問看護を実施した経験

を生かし、新興感染症発生・まん延時においても状況に応じて適切に対応します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

訪問看護延べ患者数（人）    

 

③入院患者の退院支援 

入院期間の長期化や早期の再入院を防止するため、退院に向けた適切な支援を行

うことが必要です。 

このため、保健所、市町、障害福祉サービス事業所等の関係機関と十分に連携

し、患者の症状や生活環境等に応じた適切な退院支援を行うとともに、多職種が連

携し、クリニカルパスなどを活用しながら、病状に応じた適切な治療を行い、早期

の再入院を防止します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

在院３か月以内退院率（％）    

 

④関係機関との連携 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを構築していくためには、医療機

関、保健所、市町、障害福祉サービス事業所、学校、企業等との連携と顔の見える

関係づくりが不可欠です。 

このため、関係機関との連携会議や研修会の開催など、連携した取組を積極的に

行い、顔の見える関係づくりを推進します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

障害福祉サービス事業所等との連携取組件数（件）    

 

⑤精神疾患・障がいにかかる普及啓発 

精神疾患の早期発見・早期対応を促進するとともに、精神障がいを有する方が周

囲の理解を得ながら地域の一員として安心して生活することができるよう、精神疾

患や精神障がいに関する普及啓発を推進することが必要です。 
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このため、一般県民を対象にした「こころの県民公開講座」や出前講座「こころ

しっとこセミナー」等を開催し、心理的作用（ストレス）や精神疾患等に対する正

しい理解を得るための普及啓発に取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

こころしっとこセミナー開催件数（件）    

 

⑥家族支援の充実 

患者に最も身近に関わる家族は、精神的・身体的に疲弊していることが多く、患

者の治療とともに、患者を支える家族をしっかりと支援することが必要です。 

このため、治療中の患者家族等を対象とした研修会を開催するとともに、電話や

面談等による相談支援を行うことで、家族の精神的な安心・安定感を高め、患者本

人の回復を後押しします。 

また、未治療や治療中断等の状況にある患者を治療につなげるためには、患者と

家族の円滑な関係性が重要であることから、家族等に対するコミュニケーションス

キルの向上支援を行います。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

家族等にむけた研修会の開催件数（件）    

 

（４）人材育成の充実 

①研修医・看護実習生等の受入れ 

本県における精神科医療の中核病院として、医療提供体制の確保と医療水準の向

上に寄与するため、県内の医療人材の育成を図ることが必要です。 

このため、実習指導者の養成や研修環境の充実等に努め、研修医をはじめ看護師

等の医療系学校の実習生を積極的に受け入れます。 

また、精神科専門研修プログラムの基幹施設として、また、複数の大学病院の連

携施設として、専門医の取得を希望する専攻医を積極的に受け入れます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

研修医・看護実習生等受入延べ人数（人）    
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②職員の育成 

政策的医療・専門的医療の提供や研修医・医療系学生等の受入れなどの役割を継

続して安定的に担っていくためには、職員の育成と一層の能力向上を図ることが必

要です。 

このため、精神保健指定医や専門看護師等の専門性を高める資格取得を支援する

とともに、依存症治療拠点機関として、医師や看護師等の専門研修の受講に対する

支援を行います。 

また、患者とその家族を支援するためのプログラム（ＣＲＡＦＴ等）やチーム医

療・多職種連携に必要となる幅広い知識の習得等に資する研修の機会を充実しま

す。 

さらに、様々な機会を通じて精神科医療倫理の向上を図り、人権を尊重した患者

中心の医療提供に向けて取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

人材育成研修回数（回）    

 

（５）業務改善の推進 

①危機管理対策 

患者やその家族の視点に立った医療を安全・安心に提供するためには、危機管理

に対する職員の意識や対応能力を一層向上させることが必要です。 

このため、医療安全管理体制の充実を図り、日ごろから医療事故に発展する可能

性のあるインシデントの収集に取り組むとともに、危機管理研修等を開催し、医療

事故等の未然防止と感染症の拡大防止を徹底します。 

また、災害発生時に必要な精神科医療を提供できるよう、ＢＣＰ（事業継続計

画）に基づく防災訓練等を実施するとともに、院内の備蓄物資を整備します。 

サイバー攻撃への備えとしては、ＢＣＰの継続的な見直しや平時からのセキュリ

ティ対策の強化に取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

危機管理研修等参加率（％）    

 

②患者満足度の向上 

良質な医療サービスの提供や患者・家族の視点に立った病院運営により、患者満

足度の向上に努めることが必要です。 



 

- 14 - 
 

このため、「声の箱」や「患者様アンケート」から寄せられる意見等を把握・分

析し、接遇面、施設・設備面、待ち時間等に係る改善策を講じることにより、医療

サービスや患者の利便性の向上に努めます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

患者満足度（％）    

 

７ 医師・看護師の確保と働き方改革 

（１）医師・看護師等の確保 

医師については、大学医局への継続的な働きかけを行うとともに、病院や自治体

病院協議会ホームページでの公募を通じて確保に努めます。また、精神保健指定医

の資格取得や研究・研修への支援などキャリア形成等の面からも、医師にとって魅

力のある病院づくりに取り組みます。 

看護師等については、大学・専門学校等の養成機関への訪問や就職説明会の開催

などを通じて積極的な病院のＰＲに取り組むとともに、随時の採用募集を行い、採

用機会の拡大に取り組みます。また、認定看護師の資格取得を促進するなどのキャ

リア形成支援を行い、看護師にとっても魅力のある病院づくりに取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

医師充足率 （％）    

看護師充足率（％）    

 

（２）臨床研修医等の受入れ等を通じた若手医師の確保 

臨床研修医については、臨床研修協力施設として、臨床研修病院から精神科研修

を積極的に受け入れ、精神病院へ関心を持つ医師を増やすことにより、若手医師の

確保に努めます。 

専攻医については、精神科専門研修プログラムの基幹施設として、また、複数の

大学病院の連携施設として積極的に受け入れ、精神科医療の豊富な症例等を持つ専

門病院としての魅力をアピールすることなどにより、専門医取得後も選ばれる病院

となるよう努めます。 

 

（３）医師等の働き方改革への対応 

質の高い医療を提供し、医師をはじめとした医療従事者が健康で充実して働き続

けるためには、働き方改革を推進することが必要です。 
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こころの医療センターにおいては、時間外労働時間の上限規制を超えるような状

況ではありませんが、より医師が働きやすい環境を整えていくため、医師の負担軽

減に取り組むことが必要です。 

このため、医師事務作業補助者の充実や精神保健福祉士の予診実施などによるタ

スクシフトを推進するとともに、非常勤医師の確保による日当直業務の負担軽減に

努めます。 

また、看護師については、看護補助者の活用等により業務負担の軽減に努めます。 

このほか、すべての職員に共通する取組として、育児・介護のための休暇を取得

しやすい勤務環境づくりを推進します。 

 

８ 経営形態の見直し 

こころの医療センターは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」で県に設置が

義務づけられている精神科病院であり、さらに、県内の精神科医療の中核病院として、県

の医療政策との整合を図りながら、精神科救急・急性期医療等の政策的医療や認知症治

療、アルコール依存症治療、精神科早期介入・早期予防等の専門的医療を提供するととも

に、医師や看護師等の育成といった役割を担っていることから、今後も県立県営による

運営を進めます。 

 

９ 新興感染症の発生・まん延時に備えた平時からの取組 

新型コロナウイルス感染症への対応においては、専用病床を確保するとともに、精神

疾患を有する感染患者の受入れや臨時応急処置施設等への医療人材派遣を行いました。 

今後の新興感染症の発生・まん延時に備えた取組として、病棟の個室化とゾーニング

対応による適切な病棟運営を行います。また、他の医療機関と共同で地域連携カンファ

レンスを開催し、感染症に係る情報の交換や感染防止対策の取組の共有、合同訓練を実

施するとともに、地域の感染対策において基幹的な役割を果たす医療機関と相互に感染

防止対策に関する評価を行うことなどにより、平時から関係機関と連携した体制づくり

に取り組むほか、個人防護服等の必要な備蓄を行います。 

新興感染症の発生・まん延時には、三重県と締結する医療措置協定に基づき、精神疾患

のある感染症患者の病床確保と入院患者の受入れや検査に取り組みます。 

 

10 施設・設備の最適化 

（１）施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

   主要建築物の築年数は約 25 年が経過しており、経年劣化が進む中、病院の機能維

持のためには、計画的な改修や適正な維持管理・更新が必要です。 

   このため、平成29年３月に策定したこころの医療センター施設保全計画に基づき、
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予防保全的な維持管理や計画的な修繕等を効果的に実施し、施設利用者の安全・安

心を確保するとともに、施設の長寿命化を推進することで、ライフサイクルコスト

の縮減や費用の平準化を図ります。 

 

（２）デジタル化への対応 

   電子カルテシステムをはじめとした医療情報システムを導入し、院内における情

報共有、医療の質や医療安全の向上、経営の効率化等に活用しています。 

   デジタル技術を活用した患者の利便性向上については、クレジットカード決済の

利用状況等をふまえ、さらなる利用促進を図るとともに、国が進めるマイナンバー

カードの健康保険証利用について、院内掲示等による普及啓発に取り組みます。 

   オンライン診療については、通院が困難な患者の利便性向上が見込まれますが、

精神疾患の診療では活用の範囲が限定的となるなどの課題もあるため、医療保健部

とも連携しながら先進事例について調査を進めます。 

 

11 経営の効率化に向けた主要な取組および数値目標 

（１）経常収支比率・医業収支比率の向上および患者数の確保に向けた取組 

地域の病院・診療所との連携強化や若年層の精神疾患に対する取組強化等により

入院・外来患者数の確保に努めます。また、病床管理の適正化や診療単価の向上等

による収益の増加と、材料費や経費など費用の縮減に努めることにより、経常収支

比率や医業収支比率の向上を図ります。 

このほか、提供する医療サービスが収益に確実に反映できるよう、診療報酬上の

新たな施設基準の取得や診療報酬の改定に的確に対応するとともに、減点対策等に

病院全体で取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

（１―１）経常収支比率（％）    

（１－２）医業収支比率（％）    

（１－３）１日平均入院患者数（人/日）    

（１－４）１日平均外来患者数（人/日）    
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（２）一般会計負担の考え方 

病院が実施する救急医療等の政策的医療、災害医療、認知症等の専門的医療、人

材育成等の経費については、国が示す基準をふまえた本県の積算基準に基づき、一

般会計から負担を受けることとします。 

（一般会計からの負担を受ける経費） 

・人材育成に要する経費 

・救急医療の確保に要する経費 

・保健衛生行政事務に要する経費 

・経営基盤強化対策に要する経費 

・特殊医療に要する経費 

・建設改良に要する経費 

・精神病院運営割高経費 

・公的基礎年金拠出金に要する経費 

 

12 点検・評価・公表および住民の理解のための取組等 

本計画の着実な推進を図るため、数値目標については、年度毎に目標値を設定し、「バ

ランス・スコアカード（ＢＳＣ）」で進行管理を行います。また、その取組成果等につい

ては、毎年、県議会に報告を行うとともに、県のホームページにおいて公表します。 

また、住民の理解促進の取組として、病院と地域住民との交流の場である「こころしっ

とこ祭」等を毎年開催するとともに、広報紙「こころ ころころ」の発行、県民を対象と

した公開講座、ホームページによる情報発信等を通じて、病院の取組を紹介するなど、地

域に開かれた病院運営に努めます。 
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13 財務計画 

（１）収支計画（収益的収支） 

 

（２）収支計画（資本的収支） 

 

（３）一般会計等からの繰入金の見通し 
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第２節 一志病院 
 

１ 前中期経営計画期間（H29～R5年度）における成果と残された課題 

（１）成果 

・一志病院は、総合診療医（家庭医）を中心としたプライマリ・ケアを実践するととも

に、第７次医療計画に掲げられた総合診療医の育成拠点として、研修医・医学生の受け

入れや、県が設置した「三重県プライマリ・ケアセンター」の運営等によるプライマ

リ・ケアエキスパートナースの育成・認証等を通して、地域に貢献する医師や看護師等

の医療人材の育成に取り組みました。 

・地域住民にとって最適な地域包括ケアシステムの構築に向けて、高齢化が進み医療資

源が十分でない津市白山・美杉地域において、通院が困難な患者への訪問診療・訪問看

護等の在宅療養支援に取り組むとともに、津市と連携して医療・介護・予防等の多職種

連携を促進したほか、初期救急患者の受入れ等に取り組みました。 

・へき地医療拠点病院として、津市家庭医療クリニックや県内の離島等への医師派遣に

よる医療過疎地域に対する支援に取り組みました。 

・新型コロナウイルス感染症への対応については、公立病院として、感染患者や回復患

者の受入れ、検査・発熱外来、医療人材派遣、ワクチン接種等の役割を果たしました。 

・経営面においては、収益の確保や費用縮減等の経営努力により、平成 25 年度から令和

４年度まで、10 年連続で経常黒字を確保しました。 

 

（２）課題 

・今後も、プライマリ・ケアを担う人材の確保を図り、地域医療構想をふまえた役割や地

域包括ケアシステム構築に向けた役割を果たすことが必要です。 

 ・今後、新興感染症の発生・まん延時にも対応できるよう、平時から備えることが必要で

す。 

 ・働き方改革に伴い、医師をはじめとした医療従事者の負担軽減に取り組むことが必要

です。 

 ・病院施設は、供用開始から概ね 35 年以上が経過しており、建物や設備の老朽化が進ん

でいることから、計画的な改修や適正な維持管理・更新が必要です。 
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参考：主要な指標からみたこれまでの成果 
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２ ビジョンおよび経営方針 

一志病院においては、次の「ビジョン」と「経営方針」に基づき、同院に求められる役

割・機能に応じた取組を実施します。 

 ビジョン  

安心してこの地域で生活し続けられる医療を提供し、全国の医療過疎を解決する病

院のモデルになります。 
 

 経営方針  

・あらゆるニーズに対応するプライマリ・ケアを実践します。 

・プライマリ・ケアを担う人材を育成します。 

・プライマリ・ケアに関するエビデンスを創出します。 

・県民の皆さんが信頼し、自慢できる病院をめざします。 

・職員の意欲と能力の向上に努めます。 

・継続的な医療の提供のために経営の健全化に取り組みます。 

 

３ 地域医療構想等をふまえた役割・機能 

令和元年に取りまとめられた津区域地域医療構想の具体的対応方針の中で、一志病院

の役割は、一般医療を提供するとともに、総合診療医を始めとするプライマリ・ケアを実

践することができる人材の育成機関としての役割を担うこととされています。 

このことをふまえ、白山・美杉地域における入院機能を有する唯一の医療機関として、

総合診療医を中心とした 24 時間 365 日の初期救急患者の受入体制を維持するとともに、

急性期機能を担う三重中央医療センター等と連携し、幅広い領域の疾患に対応します。 

なお、津区域における必要病床数については、病床総数が過剰であり、全体的なスケー

ルダウンが必要とされていることから、令和７年に向けて、平成 19 年から休棟している

病床の削減を予定しています。 

 

（医療機能ごとの病床数） 

令和６年度の病床数 回復期：46 床、休棟：36 床 

令和７年度の病床数 回復期：46 床 

令和９年度の病床数 回復期：46 床 

 

４ 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割・機能 

高齢化が進み医療資源が十分でない白山・美杉地域における唯一の病院であり、地域

包括ケアシステムの構築に向けたさまざまな役割が求められています。 

このため、在宅療養支援においては、通院が困難な患者のため、訪問診療、訪問看護等
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に積極的に取り組むとともに、24 時間 365 日の初期救急医療を提供します。また、可能

な限り地域住民が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、津市の地域包括支援センタ

ーとの連携強化を通じた医療・介護・予防等の多職種連携を促進します。 

また、令和５年 10 月から運用している地域包括ケア病床を積極的に活用し、高齢の入

院患者のＡＤＬ（日常生活動作）を十分に回復させるなど、在宅復帰支援を充実します。 

このほか、入院患者の退院時等には、必要に応じて地域の介護施設や地域包括支援セ

ンター等の職員と合同カンファレンスを実施し、当該患者が住み慣れた地域へ円滑に移

行できるよう連携します。 

今後も、県としての役割であるプライマリ・ケア人材の育成を図りながら、在宅療養支

援や初期救急患者の受入れ、多職種連携の取組を促進することで、地域住民にとって、よ

り良い地域包括ケアシステムの構築に寄与します。 
 

５ 機能分化・連携強化 

地域における持続可能な医療提供体制を確保するためには、限られた医療資源の中で

機能分化・連携強化を進めることが必要です。 

このため、白山・美杉地域唯一の病院として、プライマリ・ケアの実践や初期救急患者

を 24 時間 365 日受け入れるとともに、急性期等の機能を担う医療機関（三重中央医療セ

ンターなど）から回復期へ移行した患者を受け入れます。また、津市が設置する家庭医療

クリニックを医師派遣により支援するなど、引き続き連携して取り組みます。 

 

６ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る主要な取組および数値目標 

（１）地域医療の推進 

①在宅療養支援 

一志病院の診療圏については、診療所等の医療資源が十分でなく、高齢化がさら

に進展していることから、病院での総合的な診療に加えて、訪問診療・訪問看護等

の在宅療養支援のニーズがますます高まっています。 

このため、通院が困難な患者に対して、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテー

ション等の在宅療養支援を積極的に提供するとともに、プライマリ・ケアを担う人

材の育成を図ります。 

また、より効率的に在宅療養支援を行うため、オンライン診療の活用範囲の拡大

を検討します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

訪問診療、訪問看護等延べ患者数（人）    
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②予防医療 

地域住民の健康寿命を延ばすためには、疾病予防や早期治療の面から支援を行う

ことが重要です。 

このため、住民健診、人間ドック、がん検診、予防接種等の予防医療を提供する

とともに、メタボリックシンドロームの要因となる生活習慣を改善するため、地域

唯一の特定保健指導を実施します。また、健康教室、糖尿病教室、出前講座等によ

る住民啓発に取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

住民健診、人間ドック、がん検診、特定 

保健指導受診者数（人） 
   

 

③救急医療 

高齢化が進展する中、誰もが住み慣れた地域において安心して暮らしていくため

には、急病等に迅速に対応できる救急医療体制が不可欠です。 

このため、総合診療医を中心とした 24 時間 365 日の初期救急患者の受入体制によ

り患者を受け入れるとともに、二次救急対応が必要な患者は急性期機能等を担う医

療機関と連携して対応するなど、地域の救急医療体制の確保に貢献します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

救急患者受入件数（件）    

 

④医療過疎地への支援 

へき地診療所等で勤務する医師の確保については困難な状況が続いています。本

県では、へき地医療支援機構が設置され、こうした課題の解消等に向けた取組が進

められるなど、地域医療提供体制を確保するためのさまざまな対策が実施されてい

ます。 

そうした中、県から指定を受けたへき地医療拠点病院として、県内のへき地診療

所や美杉地域に津市が設置している家庭医療クリニックに、可能な限り医師を派遣

するとともに、伊勢地地区への巡回診療を実施することで、医療過疎地域における

医療の提供を支援します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

医療過疎地等への支援件数（件）    
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⑤関係機関との連携 

診療所等の医療資源が十分でない白山・美杉地域において、実効性のある地域包

括ケアシステムの構築や地域医療の充実のため、医療・介護・予防等のさまざまな

関係機関や団体が連携して取り組むことが必要です。 

このため、地域の関係機関や多職種が参加する「美杉・白山・一志保健医療福祉

連携会議」等の取組を通じて連携強化に取り組みます。 

また、津市と連携し、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築や相談

支援、地域住民への普及啓発などの取組を通じて、地域包括ケアシステムの構築を

支援するとともに、院内に設置した病児・病後児保育施設を適切に運用します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

多職種連携による取組件数（件）    

 

（２）人材育成の充実 

①地域医療を担う医師の育成 

医療資源が十分でない地域において、地域医療提供体制を確保していくためには、

幅広い臨床能力を有する総合診療医を育成することが必要です。 

このため、総合診療医の育成拠点病院として、医師にとって魅力ある病院づくり

に取り組むとともに、研修医や医学生を積極的に受け入れ、実践的な研修を実施す

るなど、三重大学と密接に連携しながら、総合診療医の育成に取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

研修医・医学生受入延べ人数（人）    

 

②看護実習生等の受入れ 

地域の医療機関においては、医療人材が不足し、安定的に確保されることが求め

られています。 

このため、指導者の育成を図りながら、地域の高校生や看護・介護の実習生を積

極的に受け入れ、関係機関と密接に連携して実践的な研修を行うことにより、地域

に貢献できる人材の育成を支援します。 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

看護実習生等受入延べ人数（人）    
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③プライマリ・ケアセンターの運営 

医療過疎地域等においては、幅広い臨床能力を有する総合診療医の確保とともに、

医療・介護従事者の確保が重要です。 

このため、プライマリ・ケアエキスパートナースなど、各地域でプライマリ・ケ

アを実践できる人材を育成するため、県から委託を受けて開設した「三重県プライ

マリ・ケアセンター」において、多職種連携による実践的なスキルを習得するため

の教育・研修の実施や研修会の開催、情報発信等を行います。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

プライマリ・ケア研修会開催件数（件）    

 

（３）地域医療に係る研究活動の推進 

医療機関における研究活動については、その成果を院内で共有するとともに、他

の地域への貢献や支援などの視点から取り組むことが求められています。 

このため、三重大学等との連携により、プライマリ・ケアや医療人材の育成等に

関する研究を推進し、これらのエビデンスの創出・発信を通じて、県内の地域医療

の質の向上に寄与します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

学会、論文等発表件数（件）    

 

（４）業務改善の推進 

① 危機管理対策 

患者やその家族の視点に立った医療を安全・安心に提供するためには、危機管理

に対する職員の意識や対応能力を一層向上させていくことが必要です。 

このため、医療安全管理体制の充実を図り、日ごろから医療事故に発展する可能

性のあるインシデントの収集に取り組むとともに、危機管理研修等も開催し、医療

事故等の未然防止と感染症の拡大防止を徹底します。 

また、災害発生時に必要な医療が提供できるよう、ＢＣＰ（事業継続計画）に基

づく防災訓練等を実施するとともに、院内の備蓄物資を整備します。 

サイバー攻撃への備えとしては、ＢＣＰの継続的な見直しや平時からのセキュリ

ティ対策の強化に取り組みます。 
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目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

危機管理研修等参加率（％）    

 

② 患者満足度の向上 

良質な医療サービスの提供や患者・家族の視点に立った病院運営により、患者満

足度の向上に努めることが必要です。 

このため、「患者様ご意見箱」や「患者様アンケート」から寄せられる意見等を把

握・分析し、接遇面、施設・設備面、待ち時間等に係る改善策を講じることにより、

医療サービスや患者の利便性向上に努めます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

患者満足度（％）    

 

７ 医師・看護師の確保と働き方改革 

（１）医師・看護師等の確保 

医師については、勤務環境の改善や研修環境のさらなる充実を図り、医師にとっ

て魅力のある病院づくりに取り組みます。また、さまざまな機会を通じて、総合診

療医を中心としたプライマリ・ケアの取組や総合診療医の育成拠点としての研修環

境など病院の特性や魅力をＰＲします。さらに、大学医局への継続的な働きかけや

自治医科大学卒業医師の配置要請等による確保に努めるとともに、県の医師紹介サ

イト等も活用し、多角的な取組を進めます。 

看護師等については、プライマリ・ケアエキスパートナースの認証プログラムの

実施をはじめとする病院の特色を生かしたキャリア形成支援を行うとともに、働き

やすい職場づくりや新規職員の積極的な採用により人員の確保に努めます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

医師充足率 （％）    

看護師充足率（％）    

 

（２）臨床研修医等の受入れ等を通じた若手医師の確保 

臨床研修医については、地域医療研修の協力病院として、積極的に受け入れると

ともに、更なる拡充に向けて、医療保健部が主催する医学生向けの研修会等にも積

極的に参加し、研修先選択時の動機付けとなるよう、病院の魅力を発信します。 
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専攻医については、総合診療科や内科の専門医研修プログラムの連携施設として

専攻医を積極的に受け入れることなどにより、専門医取得後にも選ばれる病院とな

るよう努めます。 

 

（３）医師等の働き方改革への対応 

質の高い医療を提供し、医師をはじめとした医療従事者が健康で充実して働き続

けるためには、働き方改革を推進することが必要です。 

このため、医師事務作業補助者の充実により医師の業務負担を軽減するとともに、

非常勤医師の確保により日当直業務の負担軽減に努めます。 

また、オンライン診療については、診療業務の効率化を図るため、活用範囲の拡

大を検討します。 

看護師については、看護補助者の活用等により業務負担の軽減に努めます。 

このほか、すべての職員に共通する取組として、育児・介護のための休暇等を取

得しやすい勤務環境づくりを推進します。 

 

８ 経営形態の見直し 

  一志病院については、平成 22 年３月に県が策定した県立病院改革基本方針において、

県立病院としては廃止し、ニーズに応えられる民間事業者へ移譲する方向性が示されま

したが、その後の機能充実の変化に加え、少子高齢化が進む中で、地域医療構想の実現

や地域包括ケアシステムの構築が時代の要請となるなど、同病院を取り巻く状況が大き

く変化しています。 

  このような中、同病院には、白山・美杉地域における入院施設を持つ唯一の病院とし

て、入院機能の維持や人材育成拠点としての機能等が求められていますが、山間へき地

などの民間医療機関の立地が困難な地域において、現状の機能・役割を維持し、安定的

に医療を提供するには、公的関与が必要なことから、平成 29 年６月に民間事業者への移

譲は困難と判断されました。 

  このため、公的関与が必要な病院として、地域住民の健康を守るための地域医療に責

任がある津市や県医療保健部と、白山・美杉地域における実効性のある地域包括ケアシ

ステムの構築や地域医療の確保について、協議を継続しているところです。 

 

９ 新興感染症の発生・まん延時に備えた平時からの取組 

  新型コロナウイルス感染症への対応においては、専用病床を確保するとともに、感染

患者の受入れ、後方支援病院としての回復患者の受入れ、検査・発熱外来、ワクチン接

種等に対応しました。 

  今後の新興感染症の発生・まん延時に備えて、こころの医療センターが主催する地域
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連携カンファレンスに参加し、感染症に係る情報の交換や感染防止の取組の共有、合同

訓練の実施などにより、平時から関係機関と連携した体制づくりに取り組むとともに、

個人防護服等の必要な備蓄を行います。 

  新興感染症の発生・まん延時には、三重県と締結する医療措置協定に基づき、流行初

期（新興感染症としての位置づけ後３か月程度）には、後方支援として一般患者の受入

れや発熱外来の実施等に取り組むとともに、流行初期以降は、病床の確保と入院患者の

受入れ、後方支援として回復患者の受入れを行います。また、オンライン診療による在

宅療養者等への医療の提供や他の医療機関等への医療従事者の派遣を行います。 

 

10 施設・設備の最適化 

（１）施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

   主要建築物の築年数は約 35 年が経過しており、建物や設備の老朽化が進む中、病

院の機能維持のためには、計画的な改修や適正な維持管理・更新が必要です。 

   このため、平成 29 年３月に策定した一志病院施設保全計画に基づき、予防保全的

な維持管理や計画的な修繕等を効果的に実施し、施設利用者の安全・安心を確保す

るとともに、施設の長寿命化を推進することで、ライフサイクルコストの縮減や費

用の平準化を図ります。 

 

（２）デジタル化への対応 

   電子カルテシステムについては、業務効率化等を目的として令和４年度に導入し

ましたが、全国的に散発しているサイバー攻撃へ対応するため、ＢＣＰ（事業継続計

画）の継続的な見直しや平時からのセキュリティ対策の強化に取り組みます。 

   デジタル技術を活用した患者の利便性向上については、令和５年度から運用を開

始したクレジットカード決済の更なる利用促進を図るとともに、国が進めるマイナ

ンバーカードの健康保険証利用について院内掲示等による普及啓発に取り組みます。 

   オンライン診療については、通院が困難な患者の利便性向上や医師の診療業務の

効率化が期待されることから、医療保健部とも連携しながら先進事例について調査

し、更なる活用範囲の拡大を検討します。 

 

11 経営の効率化に向けた主要な取組および数値目標 

（１）経常収支比率・医業収支比率の向上および患者数の確保に向けた取組 

地域の診療所・福祉施設との連携強化や予防医療を含めた良質な医療サービスの

提供を通じて入院・外来患者数を確保するとともに、地域住民の高齢化に伴う特定

の疾患に対応した専門外来の設置を検討します。また、健康診断等の受診者数の増

や診療単価の向上等による収益の増加と、材料費や経費など費用の縮減に努めるこ
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とにより、経常収支比率や医業収支比率の向上を図ります。 

このほか、提供する医療サービスが収益に確実に反映できるよう、診療報酬の改

定に的確に対応するとともに、減点対策等に病院全体で取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

（１―１）経常収支比率（％）    

（１－２）医業収支比率（％）    

（１－３）１日平均入院患者数（人/日）    

（１－４）１日平均外来患者数（人/日）    

 

（２）一般会計負担の考え方 

一志病院においては、救急医療等の政策的医療の経費、人材育成等の経費、不採

算地区に立地することにより生じる経費等については、国が示す基準をふまえた本

県の積算基準に基づき、一般会計から負担を受けることとします。 

（一般会計からの負担を受ける経費） 

・人材育成に要する経費 

・救急医療の確保に要する経費 

・保健衛生行政事務に要する経費 

・経営基盤強化対策に要する経費 

・建設改良に要する経費 

・公的基礎年金拠出金に要する経費 

 

12 点検・評価・公表および住民の理解のための取組等 

本計画の着実な推進を図るため、数値目標については、年度毎に目標値を設定し、「バ

ランス・スコアカード（ＢＳＣ）」で進行管理を行います。また、その取組成果等につい

ては、毎年、県議会に報告を行うとともに、県のホームページにおいて公表します。 

また、住民の理解促進の取組として、病院と地域住民との交流の場である「健康のつど

い」を毎年開催するとともに、広報誌「おたっしゃくらぶ」の発行、地域の団体等への出

前講座、ホームページによる情報発信を通じて、病院の取組を紹介するなど、地域に開か

れた病院運営に努めます。  
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13 財務計画  

（１）収支計画（収益的収支） 

 

（２）収支計画（資本的収支） 

 

（３）一般会計等からの繰入金の見通し 
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第３節 志摩病院 
 
１ 前中期経営計画期間（H29～R5年度）における成果と残された課題 

（１）成果 

 ・平成 24 年４月に指定管理者制度を導入した志摩病院については、県と指定管理者との

間で締結している管理運営に関する基本協定等に基づき、診療機能の段階的な充実を

図りつつ、順調に病院運営を行い、志摩地域の中核病院として地域住民に良質で安心

できる医療サービスを提供しました。 

 ・地域医療提供体制の充実に向けては、平成 29 年 10 月に地域医療支援病院の承認を受

け、患者の紹介・逆紹介や医療機器の共同利用など、地域の医療機関との連携を強化

するとともに、へき地医療拠点病院として、平成 30 年１月から無医地区（間崎島）へ

の巡回診療を実施しました。 

 ・診療機能の拡充では、平成 30 年４月から通所リハビリテーション事業を開始しまし 

た。また医師確保に努め、令和４年７月から産婦人科に常勤医師を配置し、週５日の

外来診療を実施しました。救急医療については、内科系救急の 24 時間 365 日体制の受

入れを維持するとともに、外科系救急の準夜間帯の受入れを令和４年６月から拡充し

ました。 

 ・新型コロナウイルス感染症への対応については、入院病床を確保し、感染患者を受け

入れるとともに、臨時応急処置施設への医療人材の派遣、発熱外来（診療・検査医療機

関）、ワクチン接種を実施しました。 

 ・指定管理者の志摩病院会計決算では、指定管理開始から平成 29 年度までは改善傾向で

したが、平成 30 年度および令和元年度は患者数の減少に伴い赤字幅が増加しました。

令和２年度から令和４年度までは、新型コロナウウイルス感染症の影響により患者数

は減少したものの、同感染症に係る国からの交付金により黒字となりました。 
 

（２）課題 

 ・志摩地域の中核病院として、医師をはじめとした医療人材の確保や地域の医療ニーズ

をふまえた診療機能の維持・充実を図り、地域医療構想をふまえた役割や地域包括ケ

アシステム構築に向けた役割を果たすことが必要です。 

・志摩地域の人口減少に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により患者数が大幅に

減少しています。同感染症への対応と通常診療との両立を図り、患者数を確保してい

くためには、地域の医療機関との連携強化や救急患者の積極的な受入れが必要です。 

 ・今後、新興感染症の発生・まん延時にも対応できるよう、平時から備えることが必要

です。 

 ・令和６年４月からの医師労働時間の上限規制により、時間外労働時間が年間 960 時間

に規制されることから、特に医師の働き方改革に対応していくことが必要です。 



 

- 32 - 
 

 ・病棟施設等は建築後 30 年以上が経過しており、建物や設備の老朽化が進んでいること

から、計画的な改修や適正な維持管理・更新が必要です。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考：主要な指標からみたこれまでの成果 
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２ ビジョンおよび経営方針 

志摩病院においては、指定管理者において、次の「ビジョン」と「経営方針」に基づき、

同院に求められる役割・機能に応じた取組を実施します。 
 

 ビジョン  

地域の皆様を大切にし、行政、医療機関と共働しながら、信頼される病院となるこ

とを目指します。 

 経営方針  

・ 地域中核病院として、地域の皆様と協調し、より良い医療を提供します。 

・ 県立病院としての誇りをもち、向上心をもって自己研鑽を行います。 

・ 救急・総合診療を軸とし、病院内の連携を強化して、効率的な運営を行います。 

・ 病院と地域の診療所、介護施設などと連携し、包括的医療サービスを提供します。 

・ 志摩地域唯一の精神科病院病床として、また、総合病院に併設した精神科病床とし

て、機能を充実します。 

・ へき地医療支援拠点病院として、県南部の医療の支援と、災害拠点病院としての役

割を果たします。 
 

３ 地域医療構想等をふまえた役割・機能 

令和元年にとりまとめられた伊勢志摩区域地域医療構想の具体的対応方針の中で、志

摩地域の急性期病院としての役割のほか、回復期機能を併せ持つ地域の中核病院として

の役割が期待され、へき地医療拠点病院としての機能も担うことが求められています。 

こうしたことをふまえ、伊勢赤十字病院等との連携のもと、志摩地域の二次救急医療

や災害医療等を担う急性期病院としての機能を発揮するほか、地域包括ケア病棟の安定

的な運用により、回復期機能についても担っていきます。さらに、無医地区（間崎島）へ

の巡回診療や代診医の派遣等、へき地医療拠点病院としての役割も果たします。 

（医療機能ごとの病床数） 

・令和６年度の病床数 急性期：206 床、回復期：30 床、精神：100 床 

・令和７年度の病床数 急性期：206 床、回復期：30 床、精神：100 床 

・令和９年度の病床数 急性期：206 床、回復期：30 床、精神：100 床 

 

４ 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割・機能 

  伊勢志摩地域では、在宅医療等の医療需要について増加が見込まれていることから、

地域包括ケアシステムに係る体制整備を進め、医療・介護・予防等にかかる関係機関の

多職種が連携し、一体となって対応していくことが求められています。 

  このため、入院医療と在宅医療の連携（病病・病診連携）や、医療・介護・予防等の関

係機関とのネットワークづくりに取り組み、志摩地域の中核病院として、地域包括ケア
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システムの構築に向けた役割を果たします。 

  具体的には、地域の医師会との連携により、医療関係者や介護関係者、行政、民生委

員といった多職種が参加する交流会や、地域の医療・福祉・介護職の資質向上を目的と

する多職種研修会を開催し、顔の見える関係づくりを推進します。医療面では、地域包

括ケア病棟を活用した在宅復帰支援や通所リハビリテーション事業等を通じて、病院か

ら在宅までの継続的なケアを展開します。 

また、在宅患者に安全・安心な療養生活を送っていただくため、病状の急変時において

適切に志摩病院へ救急搬送ができるよう、事前に患者登録を行う志摩地域在宅病院連携

制度を地域の医師会や志摩市消防本部と連携して構築しています。さらに、在宅療養後

方支援病院として、連携医療機関が在宅医療を提供している患者が緊急時に入院できる

体制を整備しています。 

 

５ 機能分化・連携強化 

医師等の医療人材が不足する中、持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、

地域の医療機関の機能分化・連携強化が必要となっており、伊勢志摩区域においては、以

下のとおり役割分担が図られています。 

・伊勢赤十字病院は、高度急性期・急性期医療、政策的医療の中心的な役割を担う 

・市立伊勢総合病院は、地域に必要な急性期機能を担いながら、急性期から回復期・慢性

期まで、切れ目のない医療の提供を行うとともに、引き続き、地域に必要な医療機能の

充実を図る。また、関係機関と連携し、予防医学の充実及び災害拠点病院としての役割

等を果たす 

・県立志摩病院は、志摩地域の急性期病院としての役割を担うとともに、回復期機能を併

せ持つ地域の中核病院としての役割、また、へき地医療拠点病院としての役割を担う 

このような役割分担のもと、県立志摩病院は、志摩地域において、地域医療支援病院と

して、一次医療を担う地域の診療所や志摩市民病院等との病診連携や病病連携を推進し

ます。また、地域の中核病院として入院加療や専門外来の診療のほか、志摩地域唯一の二

次救急医療を担う病院として救急患者の受入れ等を行うとともに、受入困難な患者に対

しては、志摩市消防本部と連携し、伊勢赤十字病院等に搬送するなど二次救急医療機関

としての役割を果たします。 

 

６ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る主要な取組および数値目標 

（１）地域医療の推進 

①入院診療 

   志摩地域の中核病院として、多様な医療ニーズに対応し、安全かつ効率的な医療

サービスが提供できるよう、病床や病棟の適切な運用を行うことが必要です。 
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   このため、一般病棟のうち、急性期病棟では、地域の診療所等からの紹介患者や救

急患者の受入れを行い、地域包括ケア病棟では、在宅療養後方支援病院として、在宅

療養患者の急変時に緊急的な受入れなどを行います。 

   精神科病棟では、地域において精神科を設置する唯一の病院として、一般病床を

併設している特徴を活かして身体合併症のある患者の受入れを行います。 

       

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

１日平均入院患者数（人/日）    

 

②外来診療 

   患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、一次医療

を担う地域の医療機関への支援を通じて、地域医療の確保を図ることが必要です。 

   このため、地域医療支援病院として、患者の紹介・逆紹介、医療機器の共同利用な

ど、病診連携や病病連携を強化して外来診療を提供します。また、幅広い疾患の患者

の受入れと診療科間の連携を緊密にした診療を行います。 

    

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

１日平均外来患者数（人/日）    

 

③救急医療・高度医療 

   志摩地域唯一の二次救急医療機関として、救急患者の積極的な受入れを行うとと

もに、救急診療体制を充実することが求められています。 

   このため、内科系救急では、24 時間 365 日の患者受入体制を維持し、積極的に患

者を受け入れるとともに、外科系救急では、さらなる医師の確保により患者受入体

制の拡充に努めます。 

   脳出血や心筋梗塞等の受入れ困難な疾患については、志摩市消防本部や高度急性

期病院と連携して対応するなど、二次救急病院としての役割を果していきます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

１か月平均救急患者数（人/月）    

 

④へき地医療 

   へき地診療所等で勤務する医師の確保については困難な状況が続いています。本

県では、へき地医療支援機構が設置され、こうした課題の解消等に向けた取組が進



 

- 36 - 
 

められるなど、地域医療提供体制を確保するためのさまざまな対策が実施されてい

ます。 

   こうした中、へき地医療支援機構からの委託を受け、へき地診療所等への医師派

遣の調整業務を担うとともに、へき地医療拠点病院として、志摩市間崎島への巡回

診療や、へき地医療機関への代診医派遣を行い、へき地医療支援の中心的な役割を

果していきます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

間崎島への巡回診療実施回数（件）    

 

⑤災害医療 

   大規模な火災、地震、風水害等による災害が発生した場合においても、診療機能を

維持し、迅速かつ適切な災害対策活動や医療救護活動を遂行することが必要です。 

   このため、災害拠点病院やＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）指定医療機関として、

大規模災害発生時に必要な医療が提供できるよう、ＢＣＰ（事業継続計画）に基づく

防災訓練やトリアージ訓練、医療支援体制の訓練等を実施するとともに、志摩市消

防本部、行政機関等との連携を強化します。 

   また、発災時により安定的・継続的に医療を担っていけるよう、院内の備蓄物品を

整備するとともに、非常用自家発電設備などの充実に取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

災害訓練実施回数（件）    

 

⑥多職種連携の推進 

   誰もが住み慣れた地域において安心して暮らしていくためには、医療・介護・予防

等のさまざまな関係機関や団体が連携して取り組むことが必要です。 

   このため、地域の医師会との連携により、医療関係者や介護関係者、行政、民生委

員といった多職種が参加する交流会や地域の医療・福祉・介護職の資質向上を目的

とする多職種研修会、連絡会議、事例検討会等を開催し、連携・協力関係を強化しま

す。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

多職種研修会等実施回数（回）    
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（２）人材育成の充実 

①研修医の受入 

   医師の地域偏在等の課題がある中で、地域医療提供体制を確保していくためには、

地域で活躍する医師の育成が不可欠です。 

   このため、基幹型臨床研修指定病院として、地域でも活躍できる医師を育成する

ため、地域の病院や診療所など多様な場での研修ができる地域志向型プログラムを

実施するとともに、指定管理者が運営する県外病院でも研修ができるなど、臨床研

修医にとって様々なニーズに応えらえるプログラムを準備し、積極的に受入れを行

います。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

初期研修医の受入れ数（人）    

 

②医療人材の育成 

   地域の医療機関において安定的に医療人材を確保することが求められていること

から、医療人材の育成に積極的に取り組んでいく必要があります。 

   このため、伊勢志摩地域をはじめとした県内の養成学校等からの看護や医療技術

の実習生、消防職員等を積極的に受け入れ、地域で活躍する医療人材の育成を支援

します。 

   また、地域の高校生や看護学生等に病院現場への理解を深めるとともに、将来に

向けての医療人材の確保を図るためメディカルスクールや出前講座等を実施します。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

実習生の受入れ数（人）    

 

（３）業務改善の推進 

①危機管理対策 

   患者や家族の視点に立った医療を安全・安心に提供するためには、危機管理に対

する職員の意識や対応能力を一層向上させることが必要です。 

   このため、医療安全管理体制の充実を図り、日頃から医療事故に発展する可能性

のあるインシデントの収集に取り組むとともに、危機管理研修等を開催し、医療事

故等の未然防止と感染症対策に取り組みます。 

   サイバー攻撃への対応については、平時からのセキュリティ対策の強化はもちろ

んのこと、ＢＣＰやマニュアルの継続的な見直しを行います。 
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目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

危機管理研修等参加率（％）    

 

②患者満足度の向上 

   良質な医療サービスの提供や患者・家族の視点に立った病院運営により、患者満

足度の向上に努めることが必要です。 

   このため、「患者相談窓口」や「声の箱」、「患者様アンケート」などに寄せられる

意見等を把握・分析し、接遇面や施設・設備面、待ち時間等に係る改善策を講じるこ

とにより、医療サービスや患者の利便性向上に努めます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

患者満足度（％）    

 

７ 医師・看護師の確保と働き方改革 

（１）医師・看護師等の確保 

   医師については、指定管理者制度導入の利点を生かし、指定管理者の関連施設か

ら派遣を受けます。また、県と指定管理者が連携して、大学医局への継続的な働きか

けや自治医科大学卒業医師の配置要請等による確保に努めるとともに、医師紹介会

社や県の医師紹介サイト等も活用し、多角的な取組を進めます。 

   看護師等については、院内保育所の運営や職員宿舎の確保などによる働きやすい

職場環境づくりを進めるとともに、新規職員の積極的な採用や随時の募集により人

員の確保に努めます。 

   将来的な人材確保に向けては、看護師や薬剤師にかかる指定管理者独自の奨学金

制度を近隣の専修学校や高等学校等の教育機関へ積極的にＰＲします。 

 

（２）臨床研修医等の受入等を通じた若手医師の確保 

   臨床研修医の確保に向けては、研修医の様々なニーズに応えらえるようプログラ

ムの充実を図るとともに、医学生を対象とした合同就職説明会等において積極的に

ＰＲします。また、臨床研修医に対しては、より充実した研修内容を提供できるよう

教育体制を強化するとともに、学会や研修会等への参加支援を行うなど魅力ある病

院づくりに努めることにより、若手医師の確保に向けて取り組みます。 

   専攻医に対しては、救急・総合診療科、内科、外科でプログラムを設け、県内外の

病院から積極的に受入れを行うなど、専門医の育成、確保に努めます。 

 



 

- 39 - 
 

（３）医師等の働き方改革への対応 

   令和６年４月からの医師労働時間の上限規制により、時間外労働時間が年間 960

時間までに規制されますが、「地域医療確保暫定特例水準（Ｂ水準）」の承認を受け

(予定)、救急医療等様々な医療ニーズに対応します。 

   時間外労働時間の縮減については、「医師労働時間短縮計画」に基づき、特定行為

看護師による初期対応のほか、認定看護師や医師事務作業補助者の活用、入退院支

援スタッフによる予定入院患者対応の支援等により、医師の負担軽減に取り組みま

す。 

   また、看護師については、看護補助者の活用等の取組により業務負担の軽減に努

めます。 

   このほか、すべての職員に共通する取組として、育児・介護のための休暇等が取得

しやすい勤務環境づくりに取り組みます。 

 

８ 経営形態の見直し 

  医師不足等に伴い、志摩地域の中核病院として求められる役割・機能を担うことが困

難となり、大幅な収支の悪化も招く状況であったことから、平成 22 年３月に県が策定し

た「県立病院改革に関する基本方針」に基づき、平成 24 年４月から指定管理者制度を導

入しました。令和３年度をもって第１期の 10 年間の指定管理期間を終え、令和４年度か

らは第２期の 10 年間が開始しています。 

  指定管理者制度導入後は、内科・総合診療科等の医師の増員に伴う外来診療の充実や

稼働病床の増床、回復期機能を有する地域包括ケア病棟の運用、内科系救急患者の 24 時

間 365 日の受入れなど、診療機能の段階的な回復・充実が進みました。一方で、基本協

定に定める医療機能の中では、医師の確保による外来診療機能の回復など、残された課

題もあります。また、地域の医療ニーズをふまえた診療機能の維持・充実を図るととも

に経営の健全化に取り組む必要があります。 

  残された課題もある中、指定管理者制度導入は、医師・看護師不足により危機的であ

った志摩病院の運営に一定の成果をもたらしました。これまでの取組成果や課題を十分

にふまえ、今後も、指定管理者制度による運営を継続します。 

 

９ 新興感染症の発生・まん延時に備えた平時からの取組 

  新型コロナウイルス感染症への対応においては、専用病床を確保するとともに、感染

患者の受入れ、臨時応急処置施設への医療人材の派遣、検査・発熱外来（診療・検査医

療機関）、ワクチン接種に対応しました。 

  今後の新興感染症の発生・まん延時に備えて、伊勢赤十字病院が主催する地域連携カ

ンファレンスに参加し、感染症に係る情報交換や感染防止の取組の共有、合同訓練の実
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施などにより、平時から関係機関と連携した体制づくりに取り組むとともに、個人防護

具等の必要な備蓄を行います。 

新興感染症の発生・まん延時には、三重県と締結する医療措置協定に基づき、病床確保

と感染患者の受入れ、検査等に取り組みます。 

 

10 施設・設備の最適化 

（１）施設・設備の適正管理と整備費の抑制 

   病院施設については、一般病棟が建築後 36 年、精神病棟が建築後 33 年を経過す

るなど、施設や設備の老朽化が進む中、病院運営にも支障が生じる事例が発生して

いることから、計画的な改修や適正な維持管理が必要です。 

   このため、平成 29 年 3 月に策定した志摩病院施設保全計画に基づき、予防保全的

な維持管理や計画的な修繕等を効果的に実施し、施設利用者の安全・安心を確保す

るとともに、施設の長寿命化を推進することで、ライフサイクルコストの縮減や費

用の平準化を図ります。 

 

（２）デジタル化への対応 

   電子カルテシステムをはじめとした医療情報システムを導入し、院内における情

報共有、医療の質や医療安全の向上、経営の効率化等に活用しています。 

   オンライン診療や電子処方箋については、今後、導入の有効性や環境整備に必要

な費用等を勘案しながら検討します。 

   マイナンバーカードの健康保険証利用については、院内掲示等による普及啓発に

取り組みます。 

 

11 経営の効率化に向けた主要な取組および数値目標 

（１）経常収支比率・医業収支比率の向上および患者数の確保に向けた取組 

地域医療支援病院として、病診連携・病病連携の推進や救急患者の積極的な受入

れを通じた入院・外来患者数の確保に努めます。また、適切な病床運営による診療

単価の向上等による収益の増加に取り組むとともに、材料費や経費など費用の縮減

に努めることにより、経常収支比率や医業収支比率の向上を図ります。 

このほか、提供する医療サービスが収益に確実に反映できるよう、診療報酬上の

新たな施設基準の取得や診療報酬の改定に的確に対応するとともに、減点対策等に

病院全体で取り組みます。 
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目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

（１―１）経常収支比率（％）    

（１－２）医業収支比率（％）    

（１－３）１日平均入院患者数（人/日）（再掲）    

（１－４）１日平均外来患者数（人/日）（再掲）    

 

（２）一般会計負担の考え方 

   志摩病院においては、国が示す基準をふまえた本県の積算基準に基づき、建設改

良に要する経費以外の経費については、政策的医療交付金として、指定管理者へ交

付します。 

  （一般会計からの負担を受け、政策的医療交付金として指定管理者に交付する経費） 

・人材育成に要する経費 

・救急医療の確保に要する経費 

・保健衛生行政事務に要する経費 

・経営基盤強化対策に要する経費 

・高度医療に要する経費 

・特殊医療に要する経費 

・精神病院運営割高経費 

また、地域の診療機能を維持・確保するため、指定管理者が効率的な管理を行っ

てもなお不採算となる診療科が生じた場合には、その診療科の経常損失相当額につ

いて、地域医療確保交付金として、指定管理者へ交付します。 

なお、建設改良に要する経費は、県病院事業会計へ繰り入れています。 

 

12 点検・評価・公表および住民の理解のための取組等 

  県の指定管理者制度取扱要綱等に基づき、毎年度、指定管理者から業務の実施状況の

報告（数値目標の実績を含む）とそれらの評価を受領したうえで、県が評価を行い、県

議会において報告を行うとともに、県のホームページにおいて公表します。 

  また、住民の理解促進の取組として、地域住民を対象とした運営状況報告会を定期的

に開催するとともに、広報誌「志摩病院ニュース」の発行を通じて、病院の取組を紹介

するなど、地域に開かれた病院運営に努めます。  
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13 財務計画  

（１）収支計画（収益的収支） 

 

（２）収支計画（資本的収支） 

 

（３）一般会計等からの繰入金の見通し 
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第４節 県立病院課 
 
１ 前中期経営計画期間（H29～R5年度）における成果と残された課題 

（１）成果 

 ・計画期間における県直営の２病院（こころの医療センターおよび一志病院）と県立病

院課を合わせた経常収支は、平成30年度を除き黒字を確保しました。令和２年度以降、

新型コロナウイルス感染症の影響により、２病院とも入院・外来患者数は減少してい

ますが、こころの医療センターにおいては同感染症に係る国からの交付金を受けたこ

とにより、令和２年度から令和４年度まで黒字となりました。一志病院は同交付金を

受けた影響は小さく、収益の確保や費用削減により黒字を確保しています。 

 ・医師の確保については、大学医局への医師派遣要請等を継続的に実施してきたものの、

計画期間において充足率の目標を達成することは困難でした。一方、看護師の確保につ

いては、大学、専門学校等の養成機関への積極的な訪問や就職説明会への参加等に努め

た結果、計画期間を通じて充足率の目標を達成することができました。 

 ・志摩病院については、医師確保等の課題に対して指定管理者と共に取り組んだ結果、

診療体制の段階的な充実が図られました。経営面については、経常収支は平成 29 年度

をピークに悪化傾向でしたが、令和２年度から令和４年度は、同感染症に係る国から

の交付金を受けたことにより黒字となりました。 

 

（２）課題 

 ・新型コロナウイルス感染症の発生以降、３病院とも入院・外来患者数が減少傾向にあ

ることから、各病院の運営状況を適切に把握・分析するとともに、経営面での強化を

図るための支援を充実していく必要があります。 

 ・各病院が安定的・継続的に医療サービスを提供していくためには、医師をはじめ看護

師等の医療従事者を確保していく必要があります。また、働き方改革を推進し、職員

の負担軽減に向けて取り組んでいく必要があります。 

 

２ 各県立病院に対する支援および数値目標 

（１）経常収支等の向上に向けた支援 

新型コロナウイルス感染症の発生以降、３病院とも入院・外来患者数の減少傾向

が続いているとともに、物価高騰等の影響で電気料金をはじめとした各種費用が増

加傾向にあるなど、収益、費用の両面において病院を運営する上で厳しい状況にな

っています。 

このため、各病院とのコミュニケーションを密にすることで、病院の運営状況を

適切に把握・分析するとともに、国・県の医療政策の動向や病院運営にかかる先進
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的な取組、医療と密接に関連する保健・福祉に関する情報等を積極的に収集・提供

するなど、それぞれの病院運営を積極的に支援します。 

また、各病院における医療安全や未収金等にかかる対策について、病院と情報共

有を密にして取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

経常収支比率（％）    

医業収支比率（％）    

    ※こころの医療センター、一志病院、県立病院課を合計した値 

 

（２）医師・看護師の確保 

多様な医療ニーズに応じたサービスの提供や安定的・持続的な病院運営を行うた

めには、医師や看護師等の医療従事者の確保が必要です。 

このため、医師の確保については、各病院と連携し、三重大学等への医師派遣の

要請や自治医科大学卒業医師の配置要請を継続的に実施します。また、医師の研修

予算の確保や図書の整備など研修環境の充実を図ります。 

看護師については、大学、専門学校等の養成機関への積極的な訪問や就職説明会

への参加、さまざまな広報媒体の活用などによる県立病院のＰＲに努めるとともに、

修学資金の貸付制度を運用することなどにより、新たな職員の確保に取り組みます。

また、随時の採用募集を行うことで、採用機会の拡大に努めます。さらに、看護師

にとって魅力ある病院づくりのため、専門看護師、認定看護師、その他学会認定資

格等の資格取得にかかる支援を推進します。 

すべての職員に共通する取組として、子育て支援制度の運用や院内保育所の運営、

時間外勤務の縮減など、働きやすい職場づくりを推進することで魅力のある病院づ

くりに取り組みます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

医師充足率 （％）    

看護師充足率（％）    

    ※こころの医療センター、一志病院を合計した値 

 

（３）職員の専門性の向上 

各病院が良質な医療を安定的に提供していくためには、医療従事者の入れ替わり
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等に関わらず知識や技術等の能力を維持し、向上させるための支援が必要です。 

このため、医療従事者が専門的な知識や技術を継続的に習得・向上していけるよ

う、各種研修への参加や資格取得のための支援を、積極的に実施します。また、事

務職員についても、経理、企画、医事、労務管理等、経営の健全化や安全化を図る

ための能力向上に資する研修等への積極的な参加を支援します。 

 

（４）患者満足度の向上 

良質な医療サービスの提供や患者・家族の視点に立った病院運営により、患者満

足度の向上に努めることが必要です。 

このため、他病院における患者等の満足度向上に関する取組事例等について情報

収集し、各病院と協議しながら、患者等の満足度向上につながる取組の支援を進め

ます。 

 

目標項目 R5見込 R6目標 R9目標 

患者満足度（％）    

 

（５）職員満足度の向上 

良質で満足度の高い医療サービスを提供するためには、職員がライフとワークを

両立しながら、働きがいをもっていきいきと仕事に取り組むことが大切です。 

このため、各職場において働き方改革を推進するとともに、子育て支援等のため

の各種制度の利用を促進するなど、ライフ・ワーク・マネジメントによる働きやす

い職場環境づくりに取り組みます。 

 

（６）志摩病院の指定管理者に対する指導・監督等 

志摩病院は平成 24 年度から指定管理者制度を導入し、診療機能の段階的な充実を

図りつつ順調な病院運営を行いました。令和４年度には２期目（令和４年度～令和

１３年度）の指定管理期間が開始しましたが、設置者として今後も管理運営状況を

把握し、必要に応じて指導等を行っていく必要があります。 

このため、志摩病院の運営に関する具体的な事項を病院事業庁と指定管理者の代

表者等で協議するなど、取組方針等の確認や課題調整を行うとともに、指定管理者

から毎月提出される業務報告の聴き取り等を通じて運営状況を常に把握し、診療体

制の維持・充実および経営改善が着実に図られるよう、適切な連携および指導・監

督を行います。 
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３ 財務計画 
 

（１）収支計画（収益的収支） 

 

（２）収支計画（資本的収支） 

 

（３）一般会計等からの繰入金の見通し 

 


